
 

大阪市多文化共生施策推進本部設置要綱 

 

（目的） 

第１条 本市における多文化共生の推進に関する施策を総合的かつ円滑に推進する

ため、大阪市多文化共生施策推進本部（以下「本部」という。）を設置する。 

 

（組織） 

第２条 本部は、本部長、副本部長及び本部員で組織する。 

２ 本部長は、市民局理事の職にある者をもって充てる。 

３ 副本部長は、市民局ダイバーシティ推進室長の職にある者をもって充てる。 

４ 本部員は、中央区、浪速区、西淀川区、東成区、生野区、住之江区、平野区及

び西成区の副区長の職にある者、政策企画室市民情報部長、政策企画室政策調査

担当部長、危機管理室長、経済戦略局立地交流推進部長、福祉局総務部長、健康

局総務部長、こども青少年局子育て支援部長、こども青少年局幼保施策部長、環

境局総務部長、都市整備局企画部長、教育委員会事務局学校教育推進担当部長、

教育委員会事務局生涯学習部長の職にある者、並びに本部長の指名する者をもっ

て充てる。 

 
（本部長等の職務） 
第３条 本部長は、本部の事務を総理する。 
２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代行す
る。 

 
（本部会議） 

第４条 本部会議は、本部長が随時本部員を招集して行う。 
２ 本部長が認めた場合に限り、本部員の出席は議事に必要な本部員のみとするこ
とができる。 

３ 本部長が必要と認めるときは、本部員以外の者に会議への出席を求めることが
できる。 

 
（幹事） 
第５条 本部員を補佐させるため、本部に幹事長及び副幹事長並びに幹事を置く。 
２ 幹事長は、市民局ダイバーシティ推進室長の職にある者をもって充てる。 
３ 副幹事長は、市民局ダイバーシティ推進室多文化共生担当課長の職にある者を
もって充てる。 

４ 幹事は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

５ 幹事長は、必要があると認めるときは、幹事を招集し幹事会議を開催すること
ができる。 

６ 幹事長が認めた場合に限り、幹事の出席は議事に必要な幹事のみとすることが
できる。 

７ 幹事長は、幹事会議を主宰するとともに、必要があると認めるときは、幹事以
外の者に会議への出席を求めることができる。 



 

（部会） 

第６条 本部長は、本部の事務を分掌させるため必要と認めるときは、本部に部会

を置くことができる。 

２ 部会に属すべき本部員及び幹事は、本部長が指名する。 

３ 本部長が必要と認めるときは、本部員及び幹事以外の職員のうちから部会に属

すべき者を指名することができる。 

４ 部会に部会長を置き、本部員及び幹事のうちから本部長が指名する。 

 

（庶務） 

第７条 本部の庶務は、市民局において処理する。 

 

（実施の細目） 

第８条 この要綱の実施について必要な事項は、本部長が定める。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成31年４月12日から施行する。 

２ 大阪市多文化共生施策連絡会議設置要綱（平成９年７月１日制定）、大阪市多
文化共生施策連絡会議コミュニケーション支援部会設置要綱（平成23年６月１日
制定）及び大阪市多文化共生施策連絡会議区役所部会設置要綱（平成23年４月１
日制定）は、廃止する。 

   附 則 
 この改正規定は、令和元年８月１日から施行する。 
   附 則 

 この改正規定は、令和２年10月９日から施行する。 
   附 則 

 この改正規定は、令和５年６月28日から施行する。 

 

別表（第５条関係） 

大阪市市長直轄組織設置条例（平成24年大阪市条例第12号）第１条に掲げる組

織、大阪市事務分掌条例(昭和38年大阪市条例第31号)第１条に掲げる組織、区役

所、会計室、消防局、水道局、教育委員会事務局、行政委員会事務局、市会事務

局及び中央卸売市場の庶務担当課長又はこれに準ずる者、危機管理室危機管理課

長、政策企画室市民情報部広報担当課長、政策企画室企画部政策調査担当課長、

経済戦略局立地交流推進部国際担当課長、こども青少年局子育て支援部管理課長、

こども青少年局幼保施策部幼保企画課長、都市整備局企画部住宅政策課長、教育

委員会事務局指導部首席指導主事（人権・国際理解教育グループ）、教育委員会

事務局生涯学習部生涯学習担当課長 


